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○ いわゆる三条委員会とは、内閣府設置法（以下「内府法」という。）第６４条

及び国家行政組織法（以下「国組法」という。）第３条に規定されている委員会

をいい、それ自体として独自に国家意思の決定を行い、外部に表示する機関であ

る。

○ いわゆる八条委員会とは、内府法第３７条及び第５４条並びに国組法第８条に

規定されている委員会をいい、審議会等というカテゴリーのもとに、調査審議、

不服審査、その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務

をつかさどる合議制の機関である。

１ いわゆる三条委員会の概要

２ いわゆる八条委員会の概要

参考文献：「塩野宏・行政法Ⅲ・第３版」
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○内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）（抄）

（内閣府に置かれる委員会及び庁）
第６４条 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、次の表の上

欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律（これ
に基づく命令を含む。）の定めるところによる。

※表略

○国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）（抄）

（行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務）
第３条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
２ 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止

は、別に法律の定めるところによる。
３ 省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会

及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
４ 第２項の国の行政機関として置かれるものは、別表第１にこれを掲げる。

※ 別表略
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○内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）（抄）

（設置）
第３７条 本府には、第４条第３項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定め

るところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の
合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関（次項にお
いて「審議会等」という。）を置くことができる。

２ 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、
次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律（これらに基づく命
令を含む。）の定めるところによる。

※表略
（審議会等）

第５４条 委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定める
ところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合
議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことが
できる。

○国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）（抄）

（審議会等）
第８条 第３条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の

定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者
等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
ことができる。
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